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平成23年度上半期　経営情報

山形県医師信用組合

（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

ミニディスクロージャー誌ミニディスクロージャー誌ミニディスクロージャー誌

■各種ローンのご案内 （平成23年９月末現在）

区分 種類 期間 利率 限度額等

8,000万円以内
原則：担保・保証人　要
使途：設備、納税、運転資金等
変動金利（毎年10月見直し）

1.800%
2.000%
2.100%
2.200%
2.400%
2.175%
2.325%
2.575%
1.400%
1.700%
1.900%
2.000%
2.200%
1.300%
1.500%
1.750%
1.950%

1.600%
1.800%
2.000%
2.100%

1.750%

2.375%

1.700%

1.800%

1年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内
7年以内
15年以内
25年以内
1年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内

3年以内
5年以内
7年以内
10年以内

30年以内

20年以内

5年以内

7年以内

8,000万円以内
原則：担保・保証人　要
変動金利（毎年10月見直し）

5,000万円以内（1口=500万円）
原則：担保・保証人　要
要件：医師会協力貯蓄会加入者

3,000万円以内（10万円単位）
原則：保証人　要、担保　不要
変動金利（毎年10月見直し）

7,000万円以内
原則：担保・保証人　要
要件：原則団体信用生命保険加入適格者
変動金利（毎年10月見直し）
4,000万円以内（6年以内の据置可）
原則：担保・保証人　要
変動金利（毎年10月見直し）
1.000万円以内　
原則：保証人　要、担保　不要
使途：マイカー購入、車庫建設資金等
変動金利（毎年10月見直し）

1,500万円以内（県医師会会員・準会員）
原則：保証人　要、担保　不要
疎明資料：入学許可書等
変動金利（毎年10月見直し）

事　

業　

用

個　

人　

用

一般融資

開業・継承ローン

医師会協力貯蓄会融資

医療機器・医療システム購入ローン

住宅ローン

教育ローン

マイカーローン

海外留学支援ローン

山形県医師信用組合
〒990-2473　山形市松栄一丁目6番73号　TEL.023-666-5700　FAX.023-666-5701

URL　http://www.yama-ishishinkumi.co.jp/

Ⅷ．金融円滑化

（単位：件、百万円）

区　　分
平成23年9月末 平成23年3月末平成23年6月末

金額 金額債権数 債権数金額債権数

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いなかった貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

該当ありません
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■貸付条件の変更等の実施状況
【お客様が中小企業者である場合】

【お客様が中小企業であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合】

該当ありません

利益相反管理方針
１．お客様保護のための基本方針
　当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下、「法令等」という。）を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の
商品・サービス（以下、「商品等」という。）を利用し又は利用しようとされるお客様の正当な利益の確保及び
その利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

２．お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について
　当組合は、当組合とお客様の間における利益相反の恐れのある取引に関し、法令等及びこの基本方針に従い、
お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

３．利益相反管理の対象となる取引（対象取引）と特定方法
　利益相反とは、当組合とお客様の間、並びに、当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反の恐れのある取引（以下、「対象取引」という。）として、以下の事
項に該当する取引を管理いたします。
　①お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得る状況又は損失を回避している状況にある取引
　②前項の状況が、お客様との間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反する取引
　また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かについては、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門
から独立した利益相反管理統括責任者又は利益相反管理統括補助責任者（以下、「利益相反管理統括責任者
等」という。）により、適切な特定を行います。

４．利益相反取引の類型
　対象取引は、個別具体的な事情に応じて「対象取引に該当するか否か」が決まりますが、例えば、以下のよう
な取引についても、対象取引に該当する可能性があります。

　　⑴お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある取引
　　⑵お客様に対する利益よりも優先して、他のお客様の利益を重視する動機を有する取引
　　⑶お客様から入手した情報を不当に利用して、当組合又は他のお客様の利益を図る取引

【お客様が住宅資金借入者である場合】

５．利益相反管理態勢
　適正な利益相反管理の遂行のため、当組合の営業部門から独立した利益相反管理統括責任者等を配置し、
利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録
を保存します。
　利益相反管理統括責任者等の配置は、適正な利益相反管理の遂行や営業部門からの独立性を担保するため
に両者を配置するもので、個別具体的事例において、どちらか一方が利益相反管理統括責任者の職務を行う
こととします。
　対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることによ
り、利益相反管理を行うこととします。
　また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内
部監査部門において監査を行い、その適切性及び有効性について定期的又は必要に応じて検証を行います。

　　⑴対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
　　⑵対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
　　⑶対象取引又はお客様との取引を中止する方法
　　⑷対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害される恐れがあることについて、お客様に適切に開示する方法
６．利益相反管理の対象となる会社の範囲
　利益相反管理の対象となるのは、当組合のみであります。

　以上につきまして、ご不明な点がございましたら、当組合までご連絡又はお申し出ください。

　　【お問合せ先】
　　　山形県医師信用組合　利益相反管理担当（業務部）　℡ 023－666－5700
　　　　（受付時間は、当組合の休業日を除く、午前８時４５分から午後４時４５分まで）

「赤芝峡」（小国町）



　皆様には、平素からお引き立てを賜り心より厚く御礼申し上げます。
　このたび、当組合の平成23年度上半期の概要をまとめましたので、ご理解を深めていただ
くための資料として、ご高覧賜りたいと存じます。
　今後とも、当組合では、皆様により充実した金融サービスを提供できますよう、これまで
以上に経営の健全性と強固な経営基盤づくりに努めてまいりますので、なお一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県医師信用組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　有海　躬行

ご 挨 拶

Ⅰ．主要勘定
（単位：千円）

勘定科目 平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

Ⅱ．主な経営指標の推移
（単位：千円）

区　分

※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。 ※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。 ※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。

経常収益
経常利益
当期純利益
預金・積金残高
貸出金残高
有価証券残高
総資産額
純資産額
単体自己資本比率
出資金
組合員数
職員数

Ⅲ．自己資本比率（国内基準）
（単位：千円）

区　　分 平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末
基本的項目 
　　　　　　 その他有価証券評価損

補完的項目
控除項目
自己資本総額
リスク・アセット
Tier1比率
自己資本比率

（注１）当組合は、「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第
　　　　14条の2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照
　　　　らし自己資本の充実の状況が適当であるかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第
　　　　22号）に係る算式に基づき算出しています。
（注２）「その他有価証券の評価損（△）」について、平成24年3月末までは平成20年金融庁告示第79
　　　　号に基づく特例に従い、当該金額の記載は行わないこととしています。
　　　　〔この特例を考慮しない場合〕平成23年9月末：該当なし　平成23年3月末：該当なし

（注）平成23年9月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第4条
　　　に規定する各債権のカテゴリーにより分類し、以下の簡便な方法により算出しています。従っ
　　　て、平成23年3月末の計数とは算出方法が異なるため、計数は連続しておりません。
（平成23年9月末の算出方法）
1．債務者区分については原則として平成23年3月末時点における自己査定による債務者区分を基準
　 としております。ただし、4月1日から9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実による債務者
　 区分の変更等があった債務者については、当組合の定める基準に基づく債務者区分見直し後の
　 債務者区分によっております。
2．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の金額は、債務者区分でいう破綻先及び実質破綻先に
　 該当する債務者に対する債権の合計のことです。
3．「危険債権」の金額は、債務者区分でいう破綻懸念先に該当する債務者に対する債権の合計のこ
　 とです。
4．「要管理債権」の金額は、債務者区分でいう要注意先に該当する債務者に対する債権のうち、貸
　 出条件を緩和している債権及び3か月以上延滞している債権の合計のことです。
5．「正常債権」の金額は、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更
　 生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権の合計のことです。

720,901　
        
6,142　
          
727,044　
2,924,216　
24.65％
24.86％

701,788　

4,728　

706,516　
2,769,265　
25.34％
25.51％

―

―

―

―

Ⅴ．貸出金業種別残高・構成比
（単位：千円）

業種区分
平成23年9月末

金額 金額構成比 構成比
〈参考〉平成23年3月末

医療、福祉

その他の産業

小  計

地方公共団体

雇用・能力開発機構等

個人（住宅・消費・納税資金等）

合  計

Ⅵ．保有有価証券の時価情報

Ⅶ．地域貢献活動

（単位：千円）

決算期
　科目 貸借対照表

計　上　額
時価

貸借対照表

計　上　額
時価評価差額

うち益 うち損
評価差額

うち益 うち損種類

■満期保有目的の有価証券で時価のあるもの
平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

その他

合  計

1,600,000

1,600,000

1,284,732

1,284,732

315,268

315,268

1,700,000

1,700,000

1,341,010

1,341,010

△358,990

△358,990

―

―

358,990

358,990

―

―

△315,268

△315,268

1,141,329
81,920

1,223,249
―　　 
―　　 
647,092
1,870,341

61.0％
4.4％
65.4％

―　　　 
―　　　 
34.6％
100.0％

863,731
83,496
947,227
―　　 
―　　 
523,346
1,470,573

58.7％
5.7％
64.4％

―　　　 
―　　　 
35.6％
100.0％

Ⅳ．金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額（単体）
（単位：千円）

区分
債権額

【Ａ】

貸倒引当金

【Ｃ】

保全額

【D】=【B】+【C】

保全率

【D】/【A】

引当率

【C】/【A－B】

担保・保証等

【Ｂ】

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

不良債権計

正常債権

合　　　計

23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末

―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　
29,772
29,172

1,440,801
1,841,169
1,470,573
1,870,341

―  　
―  　
260
260

―  　
―  　
260
260

―  　
―  　

―  　
―  　
29,512
28,912
―  　
―  　
29,512
28,912
―  　
―  　

―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　

―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　

―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　

（単位：千円）

決算期
　科目 貸借対照表

計　上　額
取得原価

貸借対照表

計　上　額
取得原価評価差額

うち益 うち損
評価差額

うち益 うち損種類

■その他有価証券で時価のあるもの

■当組合の地域貢献に対する経営姿勢

平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

株式
債券
  国　債
  地方債
  社　債
その他
合  計

948
3,303,343
298,906
904,483
2,099,954
100,000
3,404,292

827
3,399,770
314,980
938,116
2,146,673
77,150

3,477,748

120
17,646
―　
62

17,583
22,850
40,616

948
3,193,961
489,369
804,546
1,900,046
100,000
3,294,909

913
3,239,589
487,290
831,225
1,921,074
71,210

3,311,713

△34
45,627
△2,079
26,679
21,027

△28,790
16,803

―　
66,441
1,693
26,679
38,068
―　
66,441

34
20,813
3,772
―　
17,040
28,790
49,637

―　
114,072
16,073
33,695
64,303
―　

114,072

△120
96,426
16,073
33,633
46,719

△22,850
73,455

医業界における業域信用組合である当組合は、山形県内の医師・医療機関のための専門金融機関
として組合員に対する金融サービスを通じて、医療施設や医療設備の整備・拡充など、地域医療
の発展及び向上に寄与し、地域の方々が安心して暮らせる環境づくりに貢献してまいります。

■当組合の基本方針である融資を通じた地域貢献
当組合は、医療施設等の新規開設や増改築あるいは医療機器の購入等をはじめとする医療設備の
整備・拡充など、地域医療の発展及び促進に向けた取組みを支援するため、積極的に融資事業を
展開し地域貢献をはかってまいります。

■平成23年度上半期実績
新規開業案件の取組みはありませんが、組合員の先生方への医療機器・医療システム等の設備投資お
よび開業後の運転資金ならびに納税などに伴う運転資金などの資金ニーズに対応しております。
　　①医療機器・医療システム購入ローン　　１件 ４百万円
　　②設備資金　　　　　　　　　　　　　　５件 34百万円
　　③運転資金　　　　　　　　　　　　　　22件407百万円
　　④教育資金その他　　　　　　　　　　　15件139百万円

預金・積金
貸出金
預け金
有価証券
経常収益（Ａ）
経常費用（Ｂ）
経常利益（Ａ－Ｂ）
業務純益
コア業務純益
当期純利益
純資産
（うち出資金）
組合員数 

7,404,557  　
1,470,573  　
1,644,759  　
5,011,713  　
111,401  　
86,432  　
24,968  　
25,135  　
22,980  　
14,097  　
716,333  　
74,650  　
661  人

7,598,762  　
1,870,341  　
1,449,069  　
5,077,748  　
63,257  　
44,425  　
18,832  　
18,122  　
16,520  　
17,833  　
771,586  　
75,930  　
669  人

平成19年9月末 平成20年9月末 平成21年9月末 平成22年9月末
67,183 　
22,302 　
15,453 　

6,184,260 　
1,202,974 　
4,222,035 　
6,935,840 　
682,366 　
28.29 ％
67,440 　
589 人
3 人

59,130 　
10,687 　
8,494 　

6,458,762 　
1,304,988 　
4,203,820 　
7,198,863 　
665,869 　
29.47 ％
64,260 　
583 人
3 人

56,679 　
8,111 　
8,868 　

6,653,172 　
1,308,590 　
4,332,362 　
7,416,531 　
691,946 　
29.21 ％
68,870 　
608 人
3 人

54,104 　
7,248 　
7,414 　

7,359,984 　
1,631,620 　
4,796,235 　
8,214,702 　
772,316 　
23.67 ％
75,620 　
669 人
3 人

平成23年9月末
63,257 　
18,832 　
17,833 　

7,598,762 　
1,870,341 　
5,077,748 　
8,411,667 　
771,586 　
24.86 ％
75,930 　
669 人
3 人

※23年3月末の不良債権比率　2.02％
※23年9月末の不良債権比率　1.55％



　皆様には、平素からお引き立てを賜り心より厚く御礼申し上げます。
　このたび、当組合の平成23年度上半期の概要をまとめましたので、ご理解を深めていただ
くための資料として、ご高覧賜りたいと存じます。
　今後とも、当組合では、皆様により充実した金融サービスを提供できますよう、これまで
以上に経営の健全性と強固な経営基盤づくりに努めてまいりますので、なお一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県医師信用組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　有海　躬行

ご 挨 拶

Ⅰ．主要勘定
（単位：千円）

勘定科目 平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

Ⅱ．主な経営指標の推移
（単位：千円）

区　分

※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。 ※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。 ※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。

経常収益
経常利益
当期純利益
預金・積金残高
貸出金残高
有価証券残高
総資産額
純資産額
単体自己資本比率
出資金
組合員数
職員数

Ⅲ．自己資本比率（国内基準）
（単位：千円）

区　　分 平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末
基本的項目 
　　　　　　 その他有価証券評価損

補完的項目
控除項目
自己資本総額
リスク・アセット
Tier1比率
自己資本比率

（注１）当組合は、「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第
　　　　14条の2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照
　　　　らし自己資本の充実の状況が適当であるかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第
　　　　22号）に係る算式に基づき算出しています。
（注２）「その他有価証券の評価損（△）」について、平成24年3月末までは平成20年金融庁告示第79
　　　　号に基づく特例に従い、当該金額の記載は行わないこととしています。
　　　　〔この特例を考慮しない場合〕平成23年9月末：該当なし　平成23年3月末：該当なし

（注）平成23年9月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第4条
　　　に規定する各債権のカテゴリーにより分類し、以下の簡便な方法により算出しています。従っ
　　　て、平成23年3月末の計数とは算出方法が異なるため、計数は連続しておりません。
（平成23年9月末の算出方法）
1．債務者区分については原則として平成23年3月末時点における自己査定による債務者区分を基準
　 としております。ただし、4月1日から9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実による債務者
　 区分の変更等があった債務者については、当組合の定める基準に基づく債務者区分見直し後の
　 債務者区分によっております。
2．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の金額は、債務者区分でいう破綻先及び実質破綻先に
　 該当する債務者に対する債権の合計のことです。
3．「危険債権」の金額は、債務者区分でいう破綻懸念先に該当する債務者に対する債権の合計のこ
　 とです。
4．「要管理債権」の金額は、債務者区分でいう要注意先に該当する債務者に対する債権のうち、貸
　 出条件を緩和している債権及び3か月以上延滞している債権の合計のことです。
5．「正常債権」の金額は、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更
　 生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権の合計のことです。

720,901　
        
6,142　
          
727,044　
2,924,216　
24.65％
24.86％

701,788　

4,728　

706,516　
2,769,265　
25.34％
25.51％

―

―

―

―

Ⅴ．貸出金業種別残高・構成比
（単位：千円）

業種区分
平成23年9月末

金額 金額構成比 構成比
〈参考〉平成23年3月末

医療、福祉

その他の産業

小  計

地方公共団体

雇用・能力開発機構等

個人（住宅・消費・納税資金等）

合  計

Ⅵ．保有有価証券の時価情報

Ⅶ．地域貢献活動

（単位：千円）

決算期
　科目 貸借対照表

計　上　額
時価

貸借対照表

計　上　額
時価評価差額

うち益 うち損
評価差額

うち益 うち損種類

■満期保有目的の有価証券で時価のあるもの
平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

その他

合  計

1,600,000

1,600,000

1,284,732

1,284,732

315,268

315,268

1,700,000

1,700,000

1,341,010

1,341,010

△358,990

△358,990

―

―

358,990

358,990

―

―

△315,268

△315,268

1,141,329
81,920

1,223,249
―　　 
―　　 
647,092
1,870,341

61.0％
4.4％
65.4％

―　　　 
―　　　 
34.6％
100.0％

863,731
83,496
947,227
―　　 
―　　 
523,346
1,470,573

58.7％
5.7％
64.4％

―　　　 
―　　　 
35.6％
100.0％

Ⅳ．金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額（単体）
（単位：千円）

区分
債権額

【Ａ】

貸倒引当金

【Ｃ】

保全額

【D】=【B】+【C】

保全率

【D】/【A】

引当率

【C】/【A－B】

担保・保証等

【Ｂ】

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

不良債権計

正常債権

合　　　計

23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末

―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　
29,772
29,172

1,440,801
1,841,169
1,470,573
1,870,341

―  　
―  　
260
260

―  　
―  　
260
260

―  　
―  　

―  　
―  　
29,512
28,912
―  　
―  　
29,512
28,912
―  　
―  　

―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　

―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　

―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　

（単位：千円）

決算期
　科目 貸借対照表

計　上　額
取得原価

貸借対照表

計　上　額
取得原価評価差額

うち益 うち損
評価差額

うち益 うち損種類

■その他有価証券で時価のあるもの

■当組合の地域貢献に対する経営姿勢

平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

株式
債券
  国　債
  地方債
  社　債
その他
合  計

948
3,303,343
298,906
904,483
2,099,954
100,000
3,404,292

827
3,399,770
314,980
938,116
2,146,673
77,150

3,477,748

120
17,646
―　
62

17,583
22,850
40,616

948
3,193,961
489,369
804,546
1,900,046
100,000
3,294,909

913
3,239,589
487,290
831,225
1,921,074
71,210

3,311,713

△34
45,627
△2,079
26,679
21,027

△28,790
16,803

―　
66,441
1,693
26,679
38,068
―　
66,441

34
20,813
3,772
―　
17,040
28,790
49,637

―　
114,072
16,073
33,695
64,303
―　

114,072

△120
96,426
16,073
33,633
46,719

△22,850
73,455

医業界における業域信用組合である当組合は、山形県内の医師・医療機関のための専門金融機関
として組合員に対する金融サービスを通じて、医療施設や医療設備の整備・拡充など、地域医療
の発展及び向上に寄与し、地域の方々が安心して暮らせる環境づくりに貢献してまいります。

■当組合の基本方針である融資を通じた地域貢献
当組合は、医療施設等の新規開設や増改築あるいは医療機器の購入等をはじめとする医療設備の
整備・拡充など、地域医療の発展及び促進に向けた取組みを支援するため、積極的に融資事業を
展開し地域貢献をはかってまいります。

■平成23年度上半期実績
新規開業案件の取組みはありませんが、組合員の先生方への医療機器・医療システム等の設備投資お
よび開業後の運転資金ならびに納税などに伴う運転資金などの資金ニーズに対応しております。
　　①医療機器・医療システム購入ローン　　１件 ４百万円
　　②設備資金　　　　　　　　　　　　　　５件 34百万円
　　③運転資金　　　　　　　　　　　　　　22件407百万円
　　④教育資金その他　　　　　　　　　　　15件139百万円

預金・積金
貸出金
預け金
有価証券
経常収益（Ａ）
経常費用（Ｂ）
経常利益（Ａ－Ｂ）
業務純益
コア業務純益
当期純利益
純資産
（うち出資金）
組合員数 

7,404,557  　
1,470,573  　
1,644,759  　
5,011,713  　
111,401  　
86,432  　
24,968  　
25,135  　
22,980  　
14,097  　
716,333  　
74,650  　
661  人

7,598,762  　
1,870,341  　
1,449,069  　
5,077,748  　
63,257  　
44,425  　
18,832  　
18,122  　
16,520  　
17,833  　
771,586  　
75,930  　
669  人

平成19年9月末 平成20年9月末 平成21年9月末 平成22年9月末
67,183 　
22,302 　
15,453 　

6,184,260 　
1,202,974 　
4,222,035 　
6,935,840 　
682,366 　
28.29 ％
67,440 　
589 人
3 人

59,130 　
10,687 　
8,494 　

6,458,762 　
1,304,988 　
4,203,820 　
7,198,863 　
665,869 　
29.47 ％
64,260 　
583 人
3 人

56,679 　
8,111 　
8,868 　

6,653,172 　
1,308,590 　
4,332,362 　
7,416,531 　
691,946 　
29.21 ％
68,870 　
608 人
3 人

54,104 　
7,248 　
7,414 　

7,359,984 　
1,631,620 　
4,796,235 　
8,214,702 　
772,316 　
23.67 ％
75,620 　
669 人
3 人

平成23年9月末
63,257 　
18,832 　
17,833 　

7,598,762 　
1,870,341 　
5,077,748 　
8,411,667 　
771,586 　
24.86 ％
75,930 　
669 人
3 人

※23年3月末の不良債権比率　2.02％
※23年9月末の不良債権比率　1.55％



　皆様には、平素からお引き立てを賜り心より厚く御礼申し上げます。
　このたび、当組合の平成23年度上半期の概要をまとめましたので、ご理解を深めていただ
くための資料として、ご高覧賜りたいと存じます。
　今後とも、当組合では、皆様により充実した金融サービスを提供できますよう、これまで
以上に経営の健全性と強固な経営基盤づくりに努めてまいりますので、なお一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県医師信用組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　有海　躬行

ご 挨 拶

Ⅰ．主要勘定
（単位：千円）

勘定科目 平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

Ⅱ．主な経営指標の推移
（単位：千円）

区　分

※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。 ※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。 ※記載の各計数は、単位未満を切り捨てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。

経常収益
経常利益
当期純利益
預金・積金残高
貸出金残高
有価証券残高
総資産額
純資産額
単体自己資本比率
出資金
組合員数
職員数

Ⅲ．自己資本比率（国内基準）
（単位：千円）

区　　分 平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末
基本的項目 
　　　　　　 その他有価証券評価損

補完的項目
控除項目
自己資本総額
リスク・アセット
Tier1比率
自己資本比率

（注１）当組合は、「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第
　　　　14条の2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照
　　　　らし自己資本の充実の状況が適当であるかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第
　　　　22号）に係る算式に基づき算出しています。
（注２）「その他有価証券の評価損（△）」について、平成24年3月末までは平成20年金融庁告示第79
　　　　号に基づく特例に従い、当該金額の記載は行わないこととしています。
　　　　〔この特例を考慮しない場合〕平成23年9月末：該当なし　平成23年3月末：該当なし

（注）平成23年9月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第4条
　　　に規定する各債権のカテゴリーにより分類し、以下の簡便な方法により算出しています。従っ
　　　て、平成23年3月末の計数とは算出方法が異なるため、計数は連続しておりません。
（平成23年9月末の算出方法）
1．債務者区分については原則として平成23年3月末時点における自己査定による債務者区分を基準
　 としております。ただし、4月1日から9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実による債務者
　 区分の変更等があった債務者については、当組合の定める基準に基づく債務者区分見直し後の
　 債務者区分によっております。
2．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の金額は、債務者区分でいう破綻先及び実質破綻先に
　 該当する債務者に対する債権の合計のことです。
3．「危険債権」の金額は、債務者区分でいう破綻懸念先に該当する債務者に対する債権の合計のこ
　 とです。
4．「要管理債権」の金額は、債務者区分でいう要注意先に該当する債務者に対する債権のうち、貸
　 出条件を緩和している債権及び3か月以上延滞している債権の合計のことです。
5．「正常債権」の金額は、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更
　 生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権の合計のことです。

720,901　
        
6,142　
          
727,044　
2,924,216　
24.65％
24.86％

701,788　

4,728　

706,516　
2,769,265　
25.34％
25.51％

―

―

―

―

Ⅴ．貸出金業種別残高・構成比
（単位：千円）

業種区分
平成23年9月末

金額 金額構成比 構成比
〈参考〉平成23年3月末

医療、福祉

その他の産業

小  計

地方公共団体

雇用・能力開発機構等

個人（住宅・消費・納税資金等）

合  計

Ⅵ．保有有価証券の時価情報

Ⅶ．地域貢献活動

（単位：千円）

決算期
　科目 貸借対照表

計　上　額
時価

貸借対照表

計　上　額
時価評価差額

うち益 うち損
評価差額

うち益 うち損種類

■満期保有目的の有価証券で時価のあるもの
平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

その他

合  計

1,600,000

1,600,000

1,284,732

1,284,732

315,268

315,268

1,700,000

1,700,000

1,341,010

1,341,010

△358,990

△358,990

―

―

358,990

358,990

―

―

△315,268

△315,268

1,141,329
81,920

1,223,249
―　　 
―　　 
647,092
1,870,341

61.0％
4.4％
65.4％

―　　　 
―　　　 
34.6％
100.0％

863,731
83,496
947,227
―　　 
―　　 
523,346
1,470,573

58.7％
5.7％
64.4％

―　　　 
―　　　 
35.6％
100.0％

Ⅳ．金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額（単体）
（単位：千円）

区分
債権額

【Ａ】

貸倒引当金

【Ｃ】

保全額

【D】=【B】+【C】

保全率

【D】/【A】

引当率

【C】/【A－B】

担保・保証等

【Ｂ】

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

不良債権計

正常債権

合　　　計

23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末
23年3月末
23年9月末

―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　
29,772
29,172

1,440,801
1,841,169
1,470,573
1,870,341

―  　
―  　
260
260

―  　
―  　
260
260

―  　
―  　

―  　
―  　
29,512
28,912
―  　
―  　
29,512
28,912
―  　
―  　

―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　
29,772
29,172
―  　
―  　

―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　

―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　
100.00%
100.00%
―  　
―  　

（単位：千円）

決算期
　科目 貸借対照表

計　上　額
取得原価

貸借対照表

計　上　額
取得原価評価差額

うち益 うち損
評価差額

うち益 うち損種類

■その他有価証券で時価のあるもの

■当組合の地域貢献に対する経営姿勢

平成23年9月末 〈参考〉平成23年3月末

株式
債券
  国　債
  地方債
  社　債
その他
合  計

948
3,303,343
298,906
904,483
2,099,954
100,000
3,404,292

827
3,399,770
314,980
938,116
2,146,673
77,150

3,477,748

120
17,646
―　
62

17,583
22,850
40,616

948
3,193,961
489,369
804,546
1,900,046
100,000
3,294,909

913
3,239,589
487,290
831,225
1,921,074
71,210

3,311,713

△34
45,627
△2,079
26,679
21,027

△28,790
16,803

―　
66,441
1,693
26,679
38,068
―　
66,441

34
20,813
3,772
―　
17,040
28,790
49,637

―　
114,072
16,073
33,695
64,303
―　

114,072

△120
96,426
16,073
33,633
46,719

△22,850
73,455

医業界における業域信用組合である当組合は、山形県内の医師・医療機関のための専門金融機関
として組合員に対する金融サービスを通じて、医療施設や医療設備の整備・拡充など、地域医療
の発展及び向上に寄与し、地域の方々が安心して暮らせる環境づくりに貢献してまいります。

■当組合の基本方針である融資を通じた地域貢献
当組合は、医療施設等の新規開設や増改築あるいは医療機器の購入等をはじめとする医療設備の
整備・拡充など、地域医療の発展及び促進に向けた取組みを支援するため、積極的に融資事業を
展開し地域貢献をはかってまいります。

■平成23年度上半期実績
新規開業案件の取組みはありませんが、組合員の先生方への医療機器・医療システム等の設備投資お
よび開業後の運転資金ならびに納税などに伴う運転資金などの資金ニーズに対応しております。
　　①医療機器・医療システム購入ローン　　１件 ４百万円
　　②設備資金　　　　　　　　　　　　　　５件 34百万円
　　③運転資金　　　　　　　　　　　　　　22件407百万円
　　④教育資金その他　　　　　　　　　　　15件139百万円

預金・積金
貸出金
預け金
有価証券
経常収益（Ａ）
経常費用（Ｂ）
経常利益（Ａ－Ｂ）
業務純益
コア業務純益
当期純利益
純資産
（うち出資金）
組合員数 

7,404,557  　
1,470,573  　
1,644,759  　
5,011,713  　
111,401  　
86,432  　
24,968  　
25,135  　
22,980  　
14,097  　
716,333  　
74,650  　
661  人

7,598,762  　
1,870,341  　
1,449,069  　
5,077,748  　
63,257  　
44,425  　
18,832  　
18,122  　
16,520  　
17,833  　
771,586  　
75,930  　
669  人

平成19年9月末 平成20年9月末 平成21年9月末 平成22年9月末
67,183 　
22,302 　
15,453 　

6,184,260 　
1,202,974 　
4,222,035 　
6,935,840 　
682,366 　
28.29 ％
67,440 　
589 人
3 人

59,130 　
10,687 　
8,494 　

6,458,762 　
1,304,988 　
4,203,820 　
7,198,863 　
665,869 　
29.47 ％
64,260 　
583 人
3 人

56,679 　
8,111 　
8,868 　

6,653,172 　
1,308,590 　
4,332,362 　
7,416,531 　
691,946 　
29.21 ％
68,870 　
608 人
3 人

54,104 　
7,248 　
7,414 　

7,359,984 　
1,631,620 　
4,796,235 　
8,214,702 　
772,316 　
23.67 ％
75,620 　
669 人
3 人

平成23年9月末
63,257 　
18,832 　
17,833 　

7,598,762 　
1,870,341 　
5,077,748 　
8,411,667 　
771,586 　
24.86 ％
75,930 　
669 人
3 人

※23年3月末の不良債権比率　2.02％
※23年9月末の不良債権比率　1.55％
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平成23年度上半期　経営情報

山形県医師信用組合

（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

ミニディスクロージャー誌ミニディスクロージャー誌ミニディスクロージャー誌

■各種ローンのご案内 （平成23年９月末現在）

区分 種類 期間 利率 限度額等

8,000万円以内
原則：担保・保証人　要
使途：設備、納税、運転資金等
変動金利（毎年10月見直し）

1.800%
2.000%
2.100%
2.200%
2.400%
2.175%
2.325%
2.575%
1.400%
1.700%
1.900%
2.000%
2.200%
1.300%
1.500%
1.750%
1.950%

1.600%
1.800%
2.000%
2.100%

1.750%

2.375%

1.700%

1.800%

1年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内
7年以内
15年以内
25年以内
1年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内

3年以内
5年以内
7年以内
10年以内

30年以内

20年以内

5年以内

7年以内

8,000万円以内
原則：担保・保証人　要
変動金利（毎年10月見直し）

5,000万円以内（1口=500万円）
原則：担保・保証人　要
要件：医師会協力貯蓄会加入者

3,000万円以内（10万円単位）
原則：保証人　要、担保　不要
変動金利（毎年10月見直し）

7,000万円以内
原則：担保・保証人　要
要件：原則団体信用生命保険加入適格者
変動金利（毎年10月見直し）
4,000万円以内（6年以内の据置可）
原則：担保・保証人　要
変動金利（毎年10月見直し）
1.000万円以内　
原則：保証人　要、担保　不要
使途：マイカー購入、車庫建設資金等
変動金利（毎年10月見直し）

1,500万円以内（県医師会会員・準会員）
原則：保証人　要、担保　不要
疎明資料：入学許可書等
変動金利（毎年10月見直し）

事　

業　

用

個　

人　

用

一般融資

開業・継承ローン

医師会協力貯蓄会融資

医療機器・医療システム購入ローン

住宅ローン

教育ローン

マイカーローン

海外留学支援ローン

山形県医師信用組合
〒990-2473　山形市松栄一丁目6番73号　TEL.023-666-5700　FAX.023-666-5701

URL　http://www.yama-ishishinkumi.co.jp/

Ⅷ．金融円滑化

（単位：件、百万円）

区　　分
平成23年9月末 平成23年3月末平成23年6月末

金額 金額債権数 債権数金額債権数

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いなかった貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

該当ありません

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―
―

―

―
―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―
―

―

―
―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―
―

―

―
―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―
―

―

―
―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―
―

―

―
―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―
―

―

―
―

■貸付条件の変更等の実施状況
【お客様が中小企業者である場合】

【お客様が中小企業であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合】

該当ありません

利益相反管理方針
１．お客様保護のための基本方針
　当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下、「法令等」という。）を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の
商品・サービス（以下、「商品等」という。）を利用し又は利用しようとされるお客様の正当な利益の確保及び
その利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

２．お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について
　当組合は、当組合とお客様の間における利益相反の恐れのある取引に関し、法令等及びこの基本方針に従い、
お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

３．利益相反管理の対象となる取引（対象取引）と特定方法
　利益相反とは、当組合とお客様の間、並びに、当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反の恐れのある取引（以下、「対象取引」という。）として、以下の事
項に該当する取引を管理いたします。
　①お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得る状況又は損失を回避している状況にある取引
　②前項の状況が、お客様との間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反する取引
　また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かについては、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門
から独立した利益相反管理統括責任者又は利益相反管理統括補助責任者（以下、「利益相反管理統括責任者
等」という。）により、適切な特定を行います。

４．利益相反取引の類型
　対象取引は、個別具体的な事情に応じて「対象取引に該当するか否か」が決まりますが、例えば、以下のよう
な取引についても、対象取引に該当する可能性があります。

　　⑴お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある取引
　　⑵お客様に対する利益よりも優先して、他のお客様の利益を重視する動機を有する取引
　　⑶お客様から入手した情報を不当に利用して、当組合又は他のお客様の利益を図る取引

【お客様が住宅資金借入者である場合】

５．利益相反管理態勢
　適正な利益相反管理の遂行のため、当組合の営業部門から独立した利益相反管理統括責任者等を配置し、
利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録
を保存します。
　利益相反管理統括責任者等の配置は、適正な利益相反管理の遂行や営業部門からの独立性を担保するため
に両者を配置するもので、個別具体的事例において、どちらか一方が利益相反管理統括責任者の職務を行う
こととします。
　対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることによ
り、利益相反管理を行うこととします。
　また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内
部監査部門において監査を行い、その適切性及び有効性について定期的又は必要に応じて検証を行います。

　　⑴対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
　　⑵対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
　　⑶対象取引又はお客様との取引を中止する方法
　　⑷対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害される恐れがあることについて、お客様に適切に開示する方法
６．利益相反管理の対象となる会社の範囲
　利益相反管理の対象となるのは、当組合のみであります。

　以上につきまして、ご不明な点がございましたら、当組合までご連絡又はお申し出ください。

　　【お問合せ先】
　　　山形県医師信用組合　利益相反管理担当（業務部）　℡ 023－666－5700
　　　　（受付時間は、当組合の休業日を除く、午前８時４５分から午後４時４５分まで）

「赤芝峡」（小国町）
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（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

ミニディスクロージャー誌ミニディスクロージャー誌ミニディスクロージャー誌

■各種ローンのご案内 （平成23年９月末現在）

区分 種類 期間 利率 限度額等

8,000万円以内
原則：担保・保証人　要
使途：設備、納税、運転資金等
変動金利（毎年10月見直し）

1.800%
2.000%
2.100%
2.200%
2.400%
2.175%
2.325%
2.575%
1.400%
1.700%
1.900%
2.000%
2.200%
1.300%
1.500%
1.750%
1.950%

1.600%
1.800%
2.000%
2.100%

1.750%

2.375%

1.700%

1.800%

1年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内
7年以内
15年以内
25年以内
1年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内
3年以内
5年以内
7年以内
10年以内

3年以内
5年以内
7年以内
10年以内

30年以内

20年以内

5年以内

7年以内

8,000万円以内
原則：担保・保証人　要
変動金利（毎年10月見直し）

5,000万円以内（1口=500万円）
原則：担保・保証人　要
要件：医師会協力貯蓄会加入者

3,000万円以内（10万円単位）
原則：保証人　要、担保　不要
変動金利（毎年10月見直し）

7,000万円以内
原則：担保・保証人　要
要件：原則団体信用生命保険加入適格者
変動金利（毎年10月見直し）
4,000万円以内（6年以内の据置可）
原則：担保・保証人　要
変動金利（毎年10月見直し）
1.000万円以内　
原則：保証人　要、担保　不要
使途：マイカー購入、車庫建設資金等
変動金利（毎年10月見直し）

1,500万円以内（県医師会会員・準会員）
原則：保証人　要、担保　不要
疎明資料：入学許可書等
変動金利（毎年10月見直し）

事　

業　

用

個　

人　

用

一般融資

開業・継承ローン

医師会協力貯蓄会融資

医療機器・医療システム購入ローン

住宅ローン

教育ローン

マイカーローン

海外留学支援ローン

山形県医師信用組合
〒990-2473　山形市松栄一丁目6番73号　TEL.023-666-5700　FAX.023-666-5701

URL　http://www.yama-ishishinkumi.co.jp/

Ⅷ．金融円滑化

（単位：件、百万円）

区　　分
平成23年9月末 平成23年3月末平成23年6月末

金額 金額債権数 債権数金額債権数

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いなかった貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けて
いた貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

該当ありません
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■貸付条件の変更等の実施状況
【お客様が中小企業者である場合】

【お客様が中小企業であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合】

該当ありません

利益相反管理方針
１．お客様保護のための基本方針
　当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下、「法令等」という。）を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の
商品・サービス（以下、「商品等」という。）を利用し又は利用しようとされるお客様の正当な利益の確保及び
その利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

２．お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について
　当組合は、当組合とお客様の間における利益相反の恐れのある取引に関し、法令等及びこの基本方針に従い、
お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

３．利益相反管理の対象となる取引（対象取引）と特定方法
　利益相反とは、当組合とお客様の間、並びに、当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反の恐れのある取引（以下、「対象取引」という。）として、以下の事
項に該当する取引を管理いたします。
　①お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得る状況又は損失を回避している状況にある取引
　②前項の状況が、お客様との間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反する取引
　また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かについては、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門
から独立した利益相反管理統括責任者又は利益相反管理統括補助責任者（以下、「利益相反管理統括責任者
等」という。）により、適切な特定を行います。

４．利益相反取引の類型
　対象取引は、個別具体的な事情に応じて「対象取引に該当するか否か」が決まりますが、例えば、以下のよう
な取引についても、対象取引に該当する可能性があります。

　　⑴お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある取引
　　⑵お客様に対する利益よりも優先して、他のお客様の利益を重視する動機を有する取引
　　⑶お客様から入手した情報を不当に利用して、当組合又は他のお客様の利益を図る取引

【お客様が住宅資金借入者である場合】

５．利益相反管理態勢
　適正な利益相反管理の遂行のため、当組合の営業部門から独立した利益相反管理統括責任者等を配置し、
利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録
を保存します。
　利益相反管理統括責任者等の配置は、適正な利益相反管理の遂行や営業部門からの独立性を担保するため
に両者を配置するもので、個別具体的事例において、どちらか一方が利益相反管理統括責任者の職務を行う
こととします。
　対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることによ
り、利益相反管理を行うこととします。
　また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内
部監査部門において監査を行い、その適切性及び有効性について定期的又は必要に応じて検証を行います。

　　⑴対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
　　⑵対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
　　⑶対象取引又はお客様との取引を中止する方法
　　⑷対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害される恐れがあることについて、お客様に適切に開示する方法
６．利益相反管理の対象となる会社の範囲
　利益相反管理の対象となるのは、当組合のみであります。

　以上につきまして、ご不明な点がございましたら、当組合までご連絡又はお申し出ください。

　　【お問合せ先】
　　　山形県医師信用組合　利益相反管理担当（業務部）　℡ 023－666－5700
　　　　（受付時間は、当組合の休業日を除く、午前８時４５分から午後４時４５分まで）

「赤芝峡」（小国町）
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